
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社葬費用                         

Ｑ：当社の創業者が亡くなりました。会社

で社葬をしようと思っていますが、税務上、

どのように取り扱われますか？                               

                                             

Ａ：社葬を行うことが社会通念上相当と認

められるときは、損金算入が認められます。 

【解説】 

法人が社葬を行った場合の社葬の費用は、

「法人が、その役員又は使用人が死亡したた

め社葬を行い、その費用を負担した場合にお

いて、その社葬を行うことが社会通念上相当

と認められるときは、その負担した金額のう

ち社葬のために通常要すると認められる部分

の金額は、その支出した日の属する事業年度

の損金の額に算入することができるものとす

る。」と規定されており、会葬者が持参した

香典等を法人の収入としないで遺族の収入と

したときは、これを認めるとしています。 

したがって、社葬を行うことが社会通念上

相当であると認められる場合において、費用

の額が通常要すると認められる額であるとき

は、福利厚生費等として損金算入することが

認められることになります。 

ちなみに、役員の結婚披露宴を会社主催で

行ったというような場合の費用は、たとえ、

取引先等を招待したとしても、個人的な行事

として取り扱われますので、会社の損金とし

ては認められず、その役員に対する賞与とし

て取り扱われますので注意してください。 
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